
 

 

感染拡大の防止と社会活動の維持の両立を持続していくため、施設利用にあた

っては、下記事項を遵守し、一人ひとりの責任における感染予防対策の徹底に

ご理解、ご協力をお願いいたします。 

（１） 基本的な感染対策  

①三つの『密』（密閉・密集・密接）を回避する。 

 ―十分な換気を行うこと（30分ごとに５分間、２つの方向の扉や窓を同時に開けて

行う。） 

②人と人との距離を適切に確保する。 

 ―換気の状況や活動の規模・内容を考慮しつつ、人と人との距離や位置、方向等を

踏まえ、飛沫感染リスクの低減に留意すること 

―近距離での長時間の会話や発声は避けること 

③手指を清潔に保つ。 

 ―手洗いまたは手指消毒を行うこと 

 

（２）利用可能人数及び器具について  

各部屋の利用可能人数及び利用可能器具を制限しています。 

          「利用可能人数」 「利用可能器具」 

① フィットネス室   ４人まで ランニングマシーン（２台） 

 エアロバイク（２台） 

 エアロクライム（２台） 

② 筋トレ室      ２人まで ウエイトリフティング（１台） 

 ベンチプレス（１台） 

 

（３）利用者へのお願い  

①適切な感染防止対策を徹底する。 

―入退場時や共用器具の使用前後は手洗い・手指消毒をさせること 

―マスク着用は、重症化リスクの高い高齢者等へ配慮しつつ、基本的には個人の判

断を尊重すること 

ただし、感染対策上または活動上の必要に応じてマスク着用が求められます 

（参加者層・滞在密度・感染リスクの高い状況が想定される場合等） 

―状況に応じて感染防止策を講じること 

例）集合・解散の分散、人数・滞在時間の制限など 

  ―施設備品を複数人で共有する際は、必要に応じて適宜手指消毒を行うこと 
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②事前に次の注意事項を理解しておく。 

―発熱や風邪症状のある方や体調がすぐれない方は利用できないこと 

―同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方は利用できないこと 

―感染リスクを心配される方の参加はご遠慮いただくこと 

 

（４）各種ガイドライン等  

下記のガイドライン及び各競技団体が作成した指針等を遵守し、活動を行ってくださ

い。 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』 

・社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン 

・FIAフィットネス関連施設における新型コロナウイルス感染拡大対応ガイドライン 

・日本ウエイトリフティング協会 COVID-19対策 トレーニング再開ガイドライン 

※各種ガイドラインは随時改訂されますので、最新版をご確認ください。 

 

 
新型コロナウイルス感染者の施設利用が確認された場合、消毒のため施設を一

時休館させていただきます。なお、休館期間は状況により変動します。 

また、近隣の感染拡大状況によっては、急きょ臨時休館、または利用条件を厳

格化する場合があります。上記事項に従っていただけない場合は、利用の中止

を求めることがあります。 

施設管理者 


